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厚生労働省労働基準局 
労災補償部補償課長 

( 契 印省 略 ) 

労災診療費の 審査に係る留意事項について 

労災診療費の 適正払いの徹底については、 平成 1 5 年 1 2 月上日付け 基 登第 
1201003 号により指示されたところであ るが、 本年の会計検査院の 指摘 額は 昨 
年に比べ大幅に 増加しており、 こうした状況にかんがみ 労災診療費のより 一層 
の 適正払いの推進を 図るためその 審査に当たっては、 下記の事項に 留意の上 、 

遺漏のないようお 願いする。 

- 己 

1  会計検査院の 指摘事項の原因分析 
労災診療費の 審査については、 ( 財 ) 労災保険情報センター ( 以下「 R I C 」 

という。 ) がレセプトを 事前点検し、 局は R T C が 付 襲を貼付したレセプト 及 

び 点検結果連絡 表 に記載されたレセプトの 審査を行っており、 特に医学的事 
項については 診療費審査委員会に 諮っているところであ る。 

こうした審査方法にかんがみ 指摘対象 局 にあ っては、 再発防止のため、 会 
計 検査院から指摘された 事項の原因が 
① R I C 地方事務所の 事前点検段階 
②局の担当職員による 審査段階 

③診療費審査委員会による 審査段階 
のいずれの段階で 生じたかを分類のうえ 分析を行うこと。 

なお、 R I C においては、 会計検査院指摘事項が 局へ 連絡 済 事項であ った 

か否か等の分析を 行っていることから、 指摘対象 局 にあ っては R I C 地方事 

務 所と連携を図ること。 

  

2  診療費の点検。 審査項目 
本年の会計検査院の 指摘額 は ついてほ 5, 2 9 0 万円となっており、 この 

うち、 手術 料 2, 9 5 0 万円 (5 6%L 、 入院室料加算 1, 200 万円 (2 3 
%) となっており、 両者で全指摘 額 08 割近くを占めている。 



また、 昨年との対比では、 指摘 額 全体で 1, 0 5 0 万円の増となっており、 
このうち、 入院室料加算が 9 8 0 万円、 手術 料が 3 30 万円の増となってい 

る。 
こうしたことから、 入院室料加算及び 手術料の項目の 点検。 審査に当たっ 

ては、 以下の点について 重点的に行うこと。 

(1) 入院室料加算 
ア 会計検査院の 指摘 

本年の会計検査院の 入院室料加算に 係る指摘額は 昨年に比べ 9 8 0 万 

円の増となっており、 その主な原因は 以下のとおりであ る。 

( ア )  医療機関が表示している 金額より高い 金額 ( 算定基準の定める 
上限額 又は 上限以内の金額 ) により算定している 例 

( イ )  特別の療養環境の 提供に係る病床数は 全病床数の 5 割以下でな 
けれ ば ならないのに、 5 割を超えた場合に 入院室料加算を 算定し 

ている例 

イ 入院室料加算の 点検・審査 
( ア )  上記 アの ( ア ) の例については、 入院室料加算の 点検・審査に 

際して料金表の 収集や医療機関への 照会等を行い、 医療機関が表 
示している金額の 確認を行うこと。 

なお、 医療機関への 照会に当たって、 医療機関から 実際の表示 
金額より高い 金額を表示金額として 局に報告していた 例が多数会 
計検査院に指摘されたので、 特に留意すること。 

( イ )  上記 アの ( イ ) の例については、 入院室料加算の 点検。 審査に 
際して特別の 療養環境の提供に 係る病床数が 全病床数の 5 割以下 
となっていることを 確認、 すること。 

なお、 厚生労働大臣が 特別の療養環境に 係る病床割合が 5 割を 
超えることを 承認、 した医療機関にあ っては、 5 割を超えて認めら 
れるものであ ること ( 平成Ⅰ 4 年 3 月 1 8 日厚生労働省告示第 9 

9 号 ) 。 
( ウ )  健康保険においては、 患者への情報提供に 資するため、 特別の 

療養環境の提供に 係る病床の金額及び 病床割合を地方社会保険事 
務局長あ てに報告すること ( 平成 1 4. 年 3 月 1 8 日厚生労働省 告 
示 第 9 9 号及び平成 1 4 年 3 月 1 8 日供 医 登第 03 1 8 00 1 号 ) 

となっているので、 必要に応じて 医療機関に確認はれたい。 

ウ 入院室料加算の 算定要件の周知 
上記 アの ( ア ) の例については、 医療機関が入院室料加算の 金額は労 

災 特 掲の上限金額で 算定できるとの 誤解に基づき 請求されているケース 
が多い。 

このことから、 入院室料加算 は 、 その医療機関が 患者等に表示して ぃ 

る 金額 ( 算定基準に定める 金額を上限とする。 ) を算定することについて、   
診療費に係る 説明会等を活用して 改めて医療機関に 周知登底を図ること。 



(2) 手術 料 

手術 料は ついては、 例年指摘 額 が最も多く従来から 重点項目として 審査 
するよ う 指示しているところであ るが、 本年においてほ 昨年に比べても 指 
摘額は 増加し、 全指摘 額 05 割を超えているところであ る。 

また、 会計検査院が 手術 料は ついて指摘した 事項のうち、 次の 3 項目で 
手術 料 指摘件数の 4 割を占めていることから、 これらの項目については 以 
下の点を留意して 審査すること。 

ア 同一手術野の 手術の審査 ( 手術 料 指摘件数の 1 8%) 

  

健保点数表の 手術通則 1 5 

同一手術 野 又は同一病巣につき、 2 以上の手術を 同時に行った 
場合の費用の 算定は 、 主たる手術の 所定点数のみにより 算定する。 

ただし、 骨 移植 術 又は植皮術を 他の手術と同時に 行った場合は 、 

それぞれの所定点数を 合算して算定し 、 別に厚生労働大臣が 定め 

る 場合は別に厚生労働大臣が 定めるところにより 算定する。   

上記の規定にもかかわらず、 同一皮切により 行い得る範囲に 対して、 
別に厚生労働大臣が 定める場合等に 該当しないのに、 2 以上の手術の 所 

定点数を算定しているものがあ ること。 

イ 骨内異物除去術の 審査 ( 手術 料 指摘件数の 1 4%) 

  

健保点数表の K04 8 骨内異物 ( 挿入 物 ) 除去 術 
銅線、 銀線 等で簡単に除去し 得る場合には、 J 0 0 0 創傷処置 

又は KO 0 0 創傷処理の各区分により 算定する。   

上記の規定にもかかわらず、 銅線、 銀線 等で簡単に除去し 得るのに、 
骨内異物除去 術で 算定しているものがあ ること。 

ウ 骨 移植術の審査 ( 手術 料 指摘件数の 8%) 

  

健保点数表の K05 9 管移植 術 ( 軟骨移植 術 、 骨軟骨欠損補填材料 
埋没を含む。 ) 

骨 軟骨欠損補填材料にほ 人工骨は含まれない。   

上記の規定にもかかわらず、 人工骨を用いて 骨 移植術を行っているの 
に、 骨 移植 術 における自家 骨 移植以外で算定しているものがあ ること。 
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昨年と今年の 指摘額の比較 
昨年 今年 増減 

  

指摘 額 合計   4, 240 万円   5, 290 万円   1, 050 万円増加   

王 
な 入院室料加算 2 2 0 万円 1,  2 0 0 万円 9 8 0 万円増加 

指 
摘 
項 手術 料 2, 6 2 0 万円 2, 9 5 (N 万円 3 3 0 万円増加 

目 

Ⅹ指摘額は 1 0 万円単位で四捨五入 

入院室料加算における 主な指摘項目の 比較 
指摘項目 昨年 

医療機関が表示している 

金額より高い 金額 ( 算定基 
準の定める上限額又は 上限 0 

以内の金額 ) により算定 
特別の療養環境の 提供に 

係る病床数 法 全病床数の 5 
割 以下でなければならない 0 

のに、 5 割を超えた場合に 

入院室料加算を 算定 
  その他入院室料加算の 算 
  定 要件を満たさずに 算定等 2 2 0 万円 
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今年 増減 

6 9 0 万円 6 9 0 万円増加 

3  7 CU 万円 3 7 0 万円増加 

1 4 0 万円 8 0 万円減少 

1,  2 0 0 万円 9 8 0 万円増加 

手術 料 における主な 指摘項目の件数及び 比率 ( 本年 ) 
@  件数 比率 

手術 料 全体   3  1  2  7 牛   1・   

主 同一手術野の 手術についてそれぞれ 算定している 例 5 54 年 1@ 8% 
な 銅線、 銀縁等で簡単に 除去し得る場合にもかかわらず、 
指骨内異物除去 術で 算定している 例 4  4  W 牛 1@ 4% 
摘 人工骨を用いて 骨 移植術を行っているにもかかわらず、 
項骨 移植 術の 「 2 」の自家 骨 移植以外で算定している 例 2 4i 牛 8  が 0 




